
回 覧

き選燿層種1燿橿瞳∫電1

彗
百 事務

警察官 A
(大 学卒程度 )

第 2回

平成2年4月 2日 以降に生ま

れた方で 大学を卒業した方

又は令和6年 3月 末日までに

大学を卒業する見込みの方 7月24日ロ

8月 18日瞼

9月 17日 日,

〔福島大学
'

赫

一
秦
¨

９

・‐
」
リ

10月 22日 日
～10月 27日 金
,毛 111・●察■|,:

10月 22日 日
‐10月 25。 メ

(1,鳥県■字■薇 ,

第 1回

10月 11日 水
～10月 13日 金

第 2回

10月 26R人
‐10月 30日 月,

,電●県庁 ,

・・ 察官 B
I高 枝卒|・ 度 )

平成2年 4月 2日から平成18年

4月 1日までに生まれた方
,丼宇,半■●十 ,■ 1令 ■

`■
=IJ:日

,「 に 1ヽ‐ ti■ |

iサ |`,つ ■tl■ ■:|

県職員

警察事務
(高 級卒程度)

平成14M明 2日からT10
18年 4月 1日 までに生ま

れた方

,1● |||に ■Ji,● 場合「 ■

,【 ■ ■学′
'卒

'「

十■■ ,

■1==`‖ 十日■r=ナ |を ■

羊|=見 亡

``方
■■111

8月 1口 ヵ

8月 18日瞼

9月 24日 日

「癬J

採用についてのお問い合わせ

ヽ Q福島県警 採用   x

― 事業主Ⅲ■●さt.● ―

外国人労働者を雇用する際は 在留カードの

●「在留資格」と「就労制限の有無J

●「在留期間」 「在留期 r・lの満了日J

「カードの有効期間」を確認してください。

不法就労に当たる外国人労働者を雇用した場合は、

不法就労した外国人だけでなく 不法就労させた

事業主も処罰の対象となります

福島県警察 公式YouT島
ち書7継業 を  検 索 福島県警察  youtube
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夏休みを迎えるこの時期 |よ、こともたちが開放的な気分になりや

すく、深夜はいかい、喫煙・飲酒等の不良行為や、万ヨlき・自転車窃盗

の非行に走つたりするほか、こどもたち自身もインターネットを利用

した犯罪や、性犯罪の被害に遭うことなどが心配されます。

夏期はこどもたちの交友関係が広がる傾向にあり、スマートフオン

等からSNSを利用して、誘拐や性犯罪の被害に遭うケースが増加

することが予想されます。

保護者の皆さんは、こどもの言葉遣いや生活態度などの変化に気

を配り、外出時の行動や、インターネットの危険性などを指導して、

少年の非行防止、犯罪被害防止に努めましょう。

O SNS等に自分の個人

O SNS等で知り合つた人と実際に会わない。

● SNS等に悪口を書き込まない。

● スマートフオンを利用する際のルールを決める。

● フィルタリング等を利用する。

● ゲーム等で課金する場合は家族に相談する。

G鮮
再生llIを,用しています

運法大麻のリアルを知る ｀

大麻は違法薬物。
暴力団などの資金源にもなつています

未来の自分を守るために 正しい知識と

,自 分はやらな0口 と言える強さを手に入れよう   F3■ 轟語]
違法大麻についての危険性や書について分かい すく解説するコンテンツや  邸
大麻事犯に巻き込まれてしまった際の拠 法 相談窓口などを褐趾しています

いざという時に正しい判断ができるよう 正しい知識を身につけましょう

上まるやさしき


